
（３）周防大島町立の介護事業所に就職する方又は就職された方

周防大島町介護従事者就労定着支援金

 　介護人材の確保・定着を図り、介護サービスを安定して

 提供するため、周防大島町内の介護事業所等に就職された

 方に支援金を交付します。

（１）周防大島町内の介護事業所等※①に有資格介護従事者※②として就職し、

　　　就労開始日から１年以上、常勤として継続して就労する方。

（２）就労開始日には有資格介護従事者にあたらないが、就労開始日から１年以内に

　　　介護職員初任者研修修了の資格を得て、その日から１年以上常勤として継続し

　　　て就労する場合は、資格を得た日から対象者とみなします。

（１）過去にこの支援金の交付を受けた方

次の方は対象になりません。

１　支援金の対象者

（３）就労開始日には常勤にあたらない者が、就労開始日から1年以内に常勤となり、

　　　常勤となった日から1年以上継続して就労する場合は、常勤となった日から対象者とする。

（２）住民税の滞納がある方

（４）周防大島町暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員等

（５）暴力団若しくは暴力団等と密接な関係を有している方

【※②有資格介護従事者】

　介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、

　言語聴覚士、栄養士、管理栄養士、介護支援専門員、主任介護支援専門員、介護職員

　初任者研修修了、介護福祉士実務者研修修了のいずれかの資格を有しており、介護事

　業所等に勤務し、資格を活かした業務に従事する者

【※①介護事業所等】

　指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、

　指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、介護予防日常

　生活支援総合事業の指定事業所、介護老人保険施設、介護医療院、養護老人ホーム、

　特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム
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　以下の区分（新卒就職者・転職就職者・復職就職者）に応じた額の支援金を交付

します。また、就職を機に周防大島町へ転入された方には、転入加算を追加で交付

します。

就労開始の３か月前から開始後１年以内に周防大

島町内に転入し、就労開始から１年を迎える日を

超えて継続して周防大島町内に居住する方

※周防大島町内の学校等で就学するために転入

し、その学校を卒業後、就職のために引き続き同

じ住所地に就労開始日から１年以上継続して居住

する場合、又は町内に転居し就労開始日から１年

以上継続して居住する場合も、転入加算の対象と

します。

転入加算

学校等を卒業した方又は卒業予定の方で、卒業後

初めて就職する方
100,000 円新卒就職者

転職就職者

介護事業所等以外の職を退職するなどして就職す

る方、又は周防大島町外の介護事業所等を退職し

て就職する方

※介護事業所等の廃止又は事業縮小に伴うやむを

得ない退職による場合を除き、周防大島町内の介

護事業所等を退職し、周防大島町内の介護事業所

等に就職する方は対象外です

70,000 円

介護事業所等に就職していた方が退職し、１年以

上経過した後に就職する方
70,000 円

50,000 円

２　支援金の額

復職就職者
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● 住民票の写し（２か月以内に交付されたもの、転入加算を同時に申請する

　 場合は省略できます。）

● 有資格介護従事者の資格を有していることを証明する書類

● 住民税に滞納がないことを証する書類

● 周防大島町介護従事者就労定着支援金交付申請書（様式第１号）

● 卒業見込み証明書又は卒業証書の写し

　就労開始日が属する年度の３月３１日までに、就職先の事業所を介して以下の書

類を提出してください。ただし、新卒就職者のうち、就労開始日が学校等を卒業す

る翌年度の４月中である方については、就労開始日が属する年度の前年度に提出す

ることができます。

● 周防大島町介護従事者就労定着支援金交付申請書（様式第１号の２）

転職就職者　及び　復職就職者

● 有資格介護従事者の資格を有していることを証明する書類

● 前職の内容、退職年月日がわかる書類

● 住民票の写し（２か月以内に交付されたもの、転入加算を同時に申請する

　 場合は省略できます。）

● 住民税に滞納がないことを証する書類

転入加算

● 住民票の写し（周防大島町に転入した年月日が記載されており、２か月以

　 内に交付されたもの）

● 周防大島町介護従事者就労定着支援金（転入加算）交付申請書

※上記のほかに、審査のために必要な書類の提出を、追加で求める

　ことがあります。

新卒就職者

３　申請手続き
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（１）交付の要件及び交付決定の内容に違反したとき

（２）提出書類の内容に偽りがあったとき

　　※ただし、違反が災害その他やむを得ない理由によるものであった場合は

　　　除きます。

６　交付決定の取消・支援金の返還

　交付決定通知書を受けた方は請求書を提出してください。請求書を受理した後、

速やかに口座振り込みにて支援金を交付します。

　以下のいずれかに該当した場合、交付決定を取り消し、支援金を返還していただ

きます。

一般社団法人周防大島コミュニティケア協会、医療法人おかはら会、医療法人社団

安本医院、株式会社スマイル、株式会社ひまわりあくと、株式会社ピュアライフケ

ア、合同会社はなまる、合同会社松福、社会福祉法人大島白壽會、社会福祉法人さ

つき会、社会福祉法人慈光福祉会、社会福祉法人周防大島町社会福祉協議会、社会

福祉法人橘福祉会、特定非営利活動法人いい日の里、特定非営利活動法人海祐会、

有限会社サンスカイ、有限会社しらき、有限会社瀬戸内荘やまもと

５　支援金の請求・交付

　審査の結果、交付が適当と認めた場合には交付決定通知書を送付します。また、

交付が適当でないと認めたときは不交付決定通知書を送付します。

４　交付決定

対象となる介護事業所等を運営する法人　※五十音順

７　提出先・問い合わせ先

周防大島町　健康福祉部　介護保険課　介護保険班

　住所：山口県大島郡周防大島町大字土居1325番地1　日良居庁舎

　電話：0820-73-5503　　　　FAX：0820-73-5006

　受付時間：平日の8時30分～17時15分
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